
奈良労働局 大淀労働基準監督署 

時間額 ８６６円 
（令和３年１０月１日） 時間額８８８９９９６６６円 

（令和４年１０月１日発効） ３０円ＵＰ 

（R4.9） 

特定（産業別）最低賃金の名称 金 額 

奈良県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 時間額９０５円（金額改正なし） 

奈良県電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器

具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業最低賃金 時間額８９６円 
（令和４年１０月１日から奈良県最低賃

金・時間額８９６円が適用されます） 
奈良県自動車小売業最低賃金 

奈良県木材・木製品・家具・装備品製造業最低賃金 
日額６，５２７円（平成元年 1 月 25 日発効） 

最低賃金特設サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）奈良県最低賃金の金額 

 

 

 

○ 最低賃金は、 
・ 事業者の規模、業種、経営形態（株式会社、個人経営など） 

・ 労働者の年齢、性別、雇用形態（正社員、アルバイト、パートなど）、職種、

学生（高校生を含む）であるか否か、国籍（外国人労働者） 

に関係なく、必ず支払わなければならない金額です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）厚生労働省による中小企業への支援策 

① 相談窓口 

奈良労働局では、「奈良働き方改革推進支援センター」を設

け、事業者の皆様が安心してご相談できる窓口を設けており

ます（費用は無料です）。ご相談内容は、行政機関を含め外部

に漏れることはありませんので、安心してご利用ください。 

 

 

 

 

 

～ 監督署からのお知らせ ～ 

奈良県最低賃金が改正されました！！ 

【参考】令和 4 年度 奈良県特定（産業別）最低賃金の状況 

※ 奈良県最低賃金と特定最低賃金の違いなど詳しくは大淀労働基準監督署（電話０７４７－５２－０２６１）まで 
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厚生労働省のホームペー

ジには、動画による説明

もあるよ！ 
 ② 助成金「業務改善助成金」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助成金の交付申請】 

   作業を効率化（生産性アップ）する設備・システムの導入の「実施計画」を立て、事

前に、奈良労働局長（窓口は雇用環境・均等室。以下同じ）あて申請し、承認を得る 

【設備導入等の実行】 

   労働局長の承認を得た後に、「実施計画」に基づき、設備・システム等を導入し、あわ

せて事業場内で最も賃金が低い労働者の賃金を引き上げる 
（ただし、「特例コース」の場合は、申請日までに賃金を引き上げておく必要があります） 

【助成金の実績報告】 

   設備・システム等の導入結果、賃金の引上げ実績を労働局長あて報告する 

【助成金の支払請求】 

  実績報告を踏まえて労働局長から通知があるので、これを受けた後に、設備・システ

ム等の導入に要した費用に対する助成金を請求する 

■ 業務改善助成金とは、生産性の向上、労働能率の増進のために、設備・システムやコ

ンサルティングの導入などを行い、これを担保に、事業場内の最も低い賃金を引き上げ

た場合に、設備等の導入に要した費用の一部を助成する制度のことです。 

業務改善助成金には、「通常コース」と「特例コース」があります。 

概要及び問合せ先 

■〔 問合せ先 〕 

業務改善助成金コールセンター ☎０１２０－３６６－４４０ 
     ※ 電話は、月曜から金曜までの平日の 8 時 30 分～17 時 15 分の間にお願いします 

  〔実際の申請先〕奈良労働局 雇用環境・均等室  ☎０７４２－３２－０２１０ 

■ 助成金の金額、要件、申請書類、対象となる設備等を詳しく紹介したパンフレットや交付

要綱、交付要領、Ｑ＆Ａなどは、ホームページにてご確認ください。 

ポイント（詳細は、必ず交付要綱、交付要領等を確認してください） 

【賃金状況報告】 

  「状況報告」を提出する 

パンフレット、交付要項等を一読してから問い合わせると分かりやすいですよ！ 

【通常コース】  

 

【特例コース】 

 

■ 対象となる事業場は、次の２つの要件を満たす必要があります。 

  ア 奈良県最低賃金と申請事業場の事業場内最低賃金（パート・アルバイトを含め、事業

場内の最も低い賃金額のこと）との差額が３０円以内 

  イ 事業場の規模がパート・アルバイト等の非正規雇用労働者を含め１００人以下 

■ 事業場内最低賃金の対象となる労働者は、雇い入れから３か月以上の雇用実績が必要で

す。 

また、事業場の規模が１０人以上の場合は、就業規則（賃金規則）に事業場内最低賃金に

関する内容を規定する必要があります。 
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※ 独立行政法人労働者健康安全機構『改訂 心の健康問題により

休業した労働者の職場復帰支援の手引き』（2020 年版）より 

「こころの耳」 

あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場 

 

 
 

（１）全国労働衛生週間の開催 

○ １０月１日から同７日までの期間、全国労働衛生週間が開催

されます（９月１日から同３０日までの期間は、その準備期間です）。 

 

 

 

 

○ 全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保・増進を図り、快適に働くことが

できる職場づくりに取り組む週間です。この機会に自主的な労働衛生管理活動

の大切さを見直し、積極的に健康づくりに取り組んでみましょう。 
 

 

（２）メンタルヘルス対策（職場における心の健康づくり） 

① 職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者は約

6 割に上っており、また、メンタルヘルス上の理由により過去 1

年間に連続 1 か月以上休業した労働者の割合は 0.4％となって

おり、事業所規模が大きくなるほどその割合は高くなっ

ています（※）。 
 

過度のストレスは、働く人のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすだけ

でなく、生産性を低下させたり、労働災害を引き起こしたりする危険

性があり、職場におけるメンタルヘルス対策は大きな課題となってい

ます。 
 

 

② 「ストレスチェック」を実施しましょう！（５０人以上の事業場では義務です） 

  メンタルヘルス対策では、一次予防（メンタル

ヘルス不調の未然防止）、二次予防（メンタルヘル

ス不調の早期発見・早期治療）、三次予防（メンタ

ルヘルス不調者の職場復帰支援）を総合的に進め

る必要があります。 

そこで、まずは一次予防であるストレスチェッ

クの実施から始めましょう！ 

ア ストレスチェックでは、高ストレス者は医師

の面接指導を受けることができますが、労働者

に対する不利益な取扱いは禁止されています。 

イ ストレスチェックでは、集団分析を実施しましょう。 

ウ 50 人未満の事業場であっても、ストレスチェックの実施に努めましょう。 

安全衛生（労働災害防止）に関するお知らせ 中央労働災害防止協会

「全国労働衛生週間」 

スローガン 
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厚生労働省が取り組む背景 ～ トラック運転者の状況 ～ 

トラック事業者に対する労働時間の規制について 

厚生労働省の取組 特別相談センター 

特別相談センター 

（荷主向け） 

 

●拘束時間（始業から終業までの時間をいい、具体的には、日常点検・乗務前点呼、

荷物の積込み・積降し、運転時間、休憩時間（仮眠時間を含む）、事務処理時間、時

間外労働時間などが拘束時間に入ります。） 

１日 原則１３時間以内 

最大１６時間以内（１５時間超えは１週間２回以内） 

●休息時間（勤務と次の勤務との間の自由な時間） 

  継続８時間以上 

●運転時間 

  ２日（始業から起算して４８時間以内）平均で、１日あたり９時間以内 

●連続運転時間（連続して運転できる時間） 

  ４時間以内                   ほか 

改善基準 

 

 

 

 

 

 
厚生労働省では、トラック運転者の長時間労働改

善（過労運転の防止等）に向けて、労務管理の改善

や、荷主（荷物の発注者、荷物の配送先）と運送事

業者の協力による作業環境の改善等を図るために、

「トラック運転者の長時間労働改善 特別相談センター」を令和４年

８月から開設しています。 

特別相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相

談や、運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関す

る相談に対応します。また、利用者の希望に応じて、オンライン相

談や現地での訪問支援を無料で実施します。 

 

 
 

トラック運転者の長時間労働による過労運転の結果、一般の乗用車や通行人を巻き込ん

だ交通事故を引き起こすケースもあり、また、トラック運転手の人手不足は、昨今深刻な

状況にあります。これらを解決するためには、荷主の皆様とトラック運送事業者の皆様が

協力することにより、トラック運転者を取り巻く作業環境の改善を図る必要があります。 
 

 

 
荷主の皆様は、トラック運送事業者に対する労働時間規制をご理解いただき、

トラック運転者の長時間労働による過労運転の防止にご協力をお願いします。 

① トラック運転者に対する時間外労働・休日労働の上限時間の規制が、

令和６年４月１日から厳しくなります。 

② 過労運転を防止するため、トラック運送事業者に対しては、労働基準法とは別に、

告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（「改善基準」といいます）

による規制が存在します（※）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和６年４月から改正される予定であり、現在は厚生

労働省の専門委員会にて検討中です。 

【 改善基準の概要 】 

トラック運転者の長時間労働の改善へのご理解・ご協力を！ 

荷主（荷物の発注者、荷物の配送先）の皆様へ 
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